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愛知県ファミ リーシップ宣誓制度実施要綱

（ 趣旨）

第１条 県は、愛知県人権尊重の社会づく り条例（ 令和４ 年愛知県条例第３ 号） 第15条に

規定する「 性的指向及び性自認の多様性の理解の増進」 を図り、同条例の理念である「 多

様性を認め合い、 誰一人取り残されることのない人権尊重の社会づく り」 の実現に向け

た取組の一助として、 愛知県ファミ リーシップ宣誓制度を実施するものとする。 この要

綱は、 愛知県ファミ リーシップ宣誓制度の実施に関し必要となる事項を定めるものとす

る。

（ 定義）

第２条 この要綱において、 次の各号に掲げる用語の定義は、 当該各号に定めるところに

よる。

(1) パート ナーシップ 互いを人生のパート ナーとし、親密な関係に基づき永続性をも

った生活共同体を構築している又は構築することを約した関係をいう。

(2)  ファミ リーシップ パート ナーシップ及び、パート ナーシップにある者の一方又は

双方の子を始めとした近親者（ 三親等内の者） その他知事が適当と認める者（ 以下、

「 近親者等」 という。） を含め、 家族であると約した関係をいう。

(3) 宣誓 ファミ リーシップにあることを誓うことをいう。

（ 宣誓の要件）

第３条 宣誓をすることができる者は、 次の各号のいずれにも該当するパート ナーシップ

にある者とする。

(1)  双方が民法（ 明治29年法律第89号） 第４条に規定する成年に達していること。

(2) 双方の住所について、 次のいずれかに該当すること。

ア 双方又はいずれか一方が県内に住所を有すること。

イ 双方又はいずれか一方が県内への転入（ 新たに県内に住所を定めることをいう。

以下同じ） を予定していること。

(3) 双方に配偶者がいないこと。（ 配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者も含む。） ただし、共に宣誓をしようとする者同士が事実

上婚姻関係と同様の事情にある場合は除く 。

(4) 双方が他の者とパート ナーシップ又はそれに類する関係にないこと。

(5) 双方が民法第 734 条から第 736 条までに規定する婚姻をすることができないとさ

れている者同士の関係にないこと。ただし、共に宣誓をしようとする者同士がパート

ナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当す

る場合を除く 。

（ 宣誓の方法）

第４条 宣誓をしようとする者は、ファミ リーシップ宣誓書（ 様式第１ 号。以下「 宣誓書」
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という。） を自ら記入し、 次に掲げる書類を添えて知事に宣誓しなければならない。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書（ 宣誓日以前３か月以内に発行されたもの

に限る。）

(2) 宣誓時において県内に住所を有していない者の場合は、前号に掲げる書類に代えて、

県内へ転入する予定が記載された転出証明書の写し等その事実が確認できる書類

(3) 現に婚姻をしていないことを証明する次のいずれかの書類（ 宣誓日以前３ か月以内

に発行されたものに限る。）

ア 独身証明書

イ 戸籍個人事項証明書（ 戸籍抄本）

ウ 届出者が外国籍であるときは、外国の官憲（ 在日大使館等） の交付する婚姻要件具

備証明書又は独身証明書及び当該書類に係る日本語の翻訳文（ 翻訳した者の氏名を

記入したものに限る。）

エ アからウまでに掲げるもののほか、 知事が適当と認める書類

(4)  近親者等とファミ リーシップにあることを宣誓しようとする場合は、その関係を確

認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、 知事が必要と認める書類

２ 知事は、 ファミ リーシップの宣誓をしようとする者が前項の宣誓書に自ら記入するこ

とができないと認めるときは， 他の者をしてこれを記入させることができる。

３ 宣誓書の提出は、 知事が指定する場所において、 又は郵送により行うものとする。

４ 知事は、 宣誓をしようとする者が、 本人であることを確認するため、 次に掲げる書類

のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券（ パスポート ）

(3) マイナンバーカード（ 個人番号カード）

(4) 各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であっ

て、 本人の顔写真が貼付されたもの

(5) その他前各号に掲げるもののほか、 知事が適当と認める書類

５ 前項の規定による確認は、 インターネット その他の知事が指定する方法を利用するこ

とにより行うことができる。 その場合、 前項の本人確認書類の写しを郵送により提出す

るものとする。

６ 宣誓しようとする者は、 あらかじめ宣誓をする日時、 場所、 その他必要な事項につい

て県と調整し、 共に宣誓すること。

７ 前条第２ 号に規定する県内へ転入予定である者は、 転入後、 県内への転入を証明する

書類（ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書。 県内への転入後であって、 提出日以前

３ か月以内に発行されたものに限る。） を知事に提出するものとする。

（ 受理証明書等の交付）

第５条 知事は、 宣誓者が第３ 条に規定する要件を満たしていると認めるときは、 宣誓者

に対し、 ファミ リーシップ宣誓書受理証明書（ 様式第２ 号） 及びファミ リーシップ宣誓

書受理証明カード（ 様式第３ 号）（ 以下、 これらを「 受理証明書等」 という。） を交付す
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る。 ただし、 宣誓時点において一方が転入予定者である宣誓者（ 他の一方が県内に住所

を有する者である宣誓者を除く 。） 又は双方が転入予定者である宣誓者に対しては、転入

予定者受付票（ 様式第４ 号） を交付し、 当該転入予定者が県内への転入後に発行された

住民票の写し又は住民票記載事項証明書（ 県内への転入後であって、 提出日以前３ か月

以内に発行されたものに限る。）を知事に提出した後に交付する。なお、受理証明書等は、

交付の希望がある場合は、 受理証明書等に記載された近親者等にも交付する。

（ 通称名の使用）

第６条 宣誓をしようとする者は、 宣誓書及び受理証明書等に記載する氏名について、 性

別違和その他知事が特に理由があると認めるときは、 戸籍上の氏名に代えて通称名（ 戸

籍上の氏名以外の呼称であって、社会生活上通用していると認められるものをいう。） を

使用することができる。 ただし、 宣誓書及び受理証明書等の裏面部分については、 この

限りではない。

（ 近親者等に関する記載）

第７条 宣誓者の一方又は双方に近親者等がいる場合であって、 ファミ リーシップの関係

にあり、受理証明書等に近親者等の氏名及び生年月日（ 以下「 氏名等」 という。） の記載

を希望するときは、 近親者等の氏名等が記載された宣誓書とともに、 次に掲げる書類を

知事に提出することで、 受理証明書等に記載することができる。 ただし、 第４ 条第１項

の規定により提出された書類をもって代えることができると認められる場合は、 当該書

類の添付を省略することができる。

(1) 近親者等である事実が確認できる書類（戸籍個人事項証明書（ 戸籍抄本） 又は戸籍全

部事項証明書その他の関係が確認できる書類。提出日以前３か月以内に発行されたもの

に限る。）

(2) 近親者等の記載に関する同意書（ 様式第５号）（ 15歳以上の近親者等に限る。）

(3) その他知事が必要と認める書類

２ 15 歳以上の近親者等について、 受理証明書等に氏名等の記載を希望するときは、 第４

条に規定する宣誓書及び前項の同意書に、 当該近親者等が自ら記入するものとする。 第

９ 条に規定する変更届により、 近親者等が追加された場合においても同様とする。 ただ

し、 自ら記入することができないと知事が認めるときは、 他の者をしてこれを記入させ

ることができる。

（ 近親者等に関する記載の削除）

第８条 宣誓書に氏名等を記載された15歳以上の近親者等は、知事にファミ リーシップ宣

誓に関する申立書（ 様式第６ 号。以下「 申立書」 という。） を提出することにより、当該

近親者等が記載された受理証明書等から当該近親者等の氏名等を削除するよう申立てる

ことができる。

２ 前項における本人確認は、 第４ 条第４項の規定を準用する。

３ 知事は、 第１ 項の規定により申立書の提出があったときは、 当該記載された近親者等

の氏名等を削除した受理証明書等を交付するとともに、 削除する前の受理証明書等の返
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還を受けるものとする。 ただし、 受理証明書等の紛失その他やむを得ない理由があると

きは、 当該受理証明書等の返還を要しない。

４ その他知事が特に理由があると認めるときは、 近親者等に関する記載の削除を申立て

ることができる。

（ 変更等の届出）

第９条 第５ 条の規定により受理証明書等の交付を受けた者は、 第４ 条の規定により宣誓

書に記載した事項に変更が生じたときは、 ファミ リーシップ宣誓書に関する変更届（ 様

式第７ 号。以下「 変更届」 という。） に、変更内容等が確認できる書類及び受理証明書等

を添えて知事に提出しなければならない。

２ 前項における本人確認は、 第４ 条第４項の規定を準用する。

３ 知事は、 変更届出の提出があったときは、 その内容を確認の上、 必要に応じ、 当該宣

誓者に対し、 変更後の受理証明書等を交付する。

（ 受理証明書等の再交付）

第10条 第５条の規定により受理証明書等の交付を受けた者が、紛失、毀損、汚損等によ

り受理証明書等の再交付を希望するときは、 受理証明書等を再交付する。

２ 受理証明書等の再交付を受けようとする者は、 ファミ リーシップ宣誓書受理証明書等

再交付申請書（ 様式第８ 号。以下「 再交付申請書」 という。） を知事に提出しなければな

らない。 この場合において、 毀損、 汚損により受理証明書等の再交付を受けるときは、

再交付申請書に当該受理証明書等を添えなければならない。

３ 前項における本人確認は、 第４ 条第４項の規定を準用する。

（ 受理証明書等の返還）

第11条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ファミ リーシップ宣誓書受理

証明書等返還届（ 様式第９ 号。以下「 返還届」 という。） に受理証明書等を添えて、知事に

提出しなければならない。 ただし、 第３ 号の場合であって、 近親者等と引き続きファミ リ

ーシップ関係の継続を希望する場合は、 この限りではない。 また、 受理証明書等の紛失そ

の他やむを得ない理由があるときは、 返還届の提出をもって受理証明書等を返還したもの

とみなす。

(1) パート ナーシップが解消されたとき。

(2)  宣誓者の双方が共に県内に住所を有しなく なったとき。（ 第17条に定める連携自治

体へ転出した場合を除く 。）

(3) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(4)  次条の規定により、 宣誓が無効となったとき。

(5) その他前各号に掲げるもののほか、 返還すべき事由が生じたとき。

２ 前項における本人確認は、 第４ 条第４項の規定を準用する。

（ 無効となる宣誓）

第12条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。なお、無効となった宣誓者

-4-



は、 前条に規定する返還届に受理証明書等を添えて、 知事に提出しなければならない。

(1) 宣誓書の内容に虚偽があったとき。

(2) 受理証明書等を不正に利用し、又は偽造し、若しく は変造したと知事が認めるとき。

(3) 第３条の各号の規定に反しているとき。

(4) 第４条第７ 項の規定に反して、 県内への転入を証明する書類を提出しないとき。

（ 宣誓内容証明書の交付）

第13 条 宣誓者及び近親者等は、 第11 条第１ 項各号のいずれかに該当する場合を除き、

ファミ リーシップ宣誓内容証明書交付申請書（ 様式第10号）を知事に提出することにより、

ファミ リーシップ宣誓内容証明書（ 様式第11号） の交付を受けることができる。

２ 前項における本人確認は、 第４ 条第４項の規定を準用する。

（ 宣誓書の保存期間）

第14条 知事は、 宣誓書を 30年間保存するものとする。

（ 個人情報）

第15条 知事は、この要綱に基づく 事務を行う際に収集した個人情報を、個人情報の保護

に関する法律（ 平成 15 年法律第 57 号） 等に基づいて、 適正に管理及び保管するものと

する。

（ 県民及び事業者への周知、 啓発及び施策推進）

第16条 知事は、県民及び事業者がこの要綱の規定に基づく ファミ リーシップ宣誓制度の

趣旨を理解するとともに、 これを尊重し、 公平かつ適切な対応をとることができるよう、

周知及び啓発に努めるものとする。

２ 知事は、 この要綱の規定に基づく ファミ リーシップ宣誓制度について、 他の地方公共

団体等と必要な連携がなされるように努めるものとする。

３ 知事は、 施策の推進にあたり、 本要綱の趣旨を尊重し、 ファミ リーシップにある当事

者に十分配慮するものとする。

（ 他の自治体と連携を図る場合の取扱い）

第17 条 パート ナーシップ制度自治体間連携ネット ワーク規約（ 以下「 規約」 という。）

第４条に定める構成自治体（ 以下「 連携自治体」 という。） において、第５ 条に規定する受

理証明書等に類する書類（ 以下「 受理証明書等類似書類」 という。） の交付を受けている者

が、 県内への転入後も引き続き関係を継続し、 受理証明書等の交付を希望するときは、 規

約第３ 条第２ 項の規定に基づき、 当該事実及びファミ リーシップにあることを知事に申し

出ること（ 以下「 申告」 という。） により、受理証明書等の交付を受けることができる。た

だし、 転出地である連携自治体の受理証明書等類似書類の交付時において、 第３条に規定

する宣誓の要件を満たしていないと判断される場合は、 この限りではない。

２ 前項の規定による交付を受けようとする者（ 以下「 継続申告者」 という。） は、その双

方が所定の事項をそれぞれ自書したファミ リーシップ宣誓継続申告書（ 様式第12 号）（ 以
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下「 継続申告書」 という。） に、 次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

なお、 継続申告者は、 一方又は双方が性的マイノリティ 当事者であることを要しない。

(1) 転出地である連携自治体が交付した受理証明書等類似書類

（ 2） 住民票の写し又は住民票記載事項証明書（ 申告日以前３か月以内に発行されたもの

に限る。）

（ 3） 申告時において県内に住所を有していない者の場合は、前号に掲げる書類に代えて、

県内へ転入する予定が記載された転出証明書の写し等その事実が確認できる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、 知事が必要と認める書類

３ 第４条第２項から第７項までの規定は、 申告について準用する。

４ 第１項の規定による申告は、 第４条第１ 項の規定による宣誓をしたものとみなすもの

とする。

５ 継続申告者から第２ 項の規定により書類の提出があった場合、遅滞なく 転出地である連

携自治体に通知する。

（ 委任）

第18条 この要綱に定めるもののほか、 必要な事項は、 知事が別に定める。

附 則

この要綱は、 令和６ 年３ 月１ ８ 日から施行し、 令和６ 年４ 月１ 日の制度開始時から適用

する。

附 則

この要綱は、 令和６年１ ０月２３ 日から施行し、 令和６ 年１ １ 月１ 日から適用する。
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長久手市パート ナーシップ・ ファミ リーシップの宣誓に関する要綱

（ 趣旨）

第１ 条 この要綱は、 長久手市みんなでつく るまち条例前文の趣旨をふまえ、 一人ひ

とりが互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、 性別、 性自認及び性的指

向にかかわりなく 、 全ての人がその個性と能力を十分に発揮することができるま

ちの実現を目指すため、 パート ナーシップ・ ファミ リーシップの宣誓の取扱いに

ついて必要な事項を定めるものとする。

（ 定義）

第２条 この要綱において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めると

ころによる。

⑴ パート ナーシップ 互いを人生のパート ナーとして、 日常生活において継続

的に相互に協力し合うことを約束した２人の関係をいう。

⑵ ファミ リーシップ パート ナーシップにある２人の一方又は双方の実子、 養

子その他の近親者（ 双方又は一方の三親等内の者をいう。）を含めた関係をいう。

⑶ ファミ リーシップ対象者 ファミ リーシップを形成する者のうち、 パート ナ

ーシップにある者以外の者をいう。

⑷ 宣誓 パート ナーシップ又はファミ リーシップにあることを市長に対して誓

うことをいう。

⑸ 申告 本市へ転入前に、 パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓制度の自

治体間連携に関する協定を締結した他の地方公共団体（ 以下「 連携自治体」 と

いう。） において、第４ 条第１ 項に規定する宣誓に類する行為をし、第７条第１

項に規定する交付書類に類する書類の交付を受けた者が、 当該事実及びパート

ナーシップ又はファミ リーシップにあることを市長に対して申し出ることをい

い、 宣誓と同様のものとみなす。

（ 交付要件）

第３条 市長は、 次条第１項の規定により宣誓又は申告する者が次の各号のいずれ

にも該当する場合に、 第７ 条第１ 項に規定する受理証明書等を交付するものとす

る。

⑴ パート ナーシップにある者の双方が民法（ 明治２ ９年法律第８９号） 第４ 条

に規定する成年に達していること。

⑵ パート ナーシップにある者の双方が市内に住所を有している又は一方が市内

に住所を有し、 他方が３か月以内に市内に転入を予定していること。

⑶ パート ナーシップにある者の双方に配偶者（ 婚姻の届出をしていないが、 事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） がいないこと。

⑷ パート ナーシップにある者の双方とも他の者とのパート ナーシップ・ ファミ

リーシップ又はこれらに類する関係にないこと。
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⑸ パート ナーシップにある者の双方が民法第７ ３４ 条から第７ ３６条までの規

定により婚姻をすることができない者でないこと。 ただし、 宣誓又は申告しよ

うとする者同士が養子縁組をしている又はしていたことにより当該関係に該当

する場合を除く 。

⑹ ファミ リーシップにあることを宣誓又は申告しようとする者にあっては、 フ

ァミ リーシップ対象者と生計が同一であること。

（ 宣誓の方法）

第４ 条 宣誓しよう とする者は、 市職員の面前において長久手市パート ナーシッ

プ・ ファミ リーシップ宣誓書（ 様式第１ 号。 以下「 宣誓書」 という 。） を自ら記

入し、 市長に提出するものとする。 ただし、 心身の故障その他の事由により、 宣

誓書に自ら記入することができないと市長が認めるときは、 双方及び市職員の立

会いの下で他の者に代筆させることができるものとする。

２ 宣誓書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ パート ナーシップにあることを宣誓しようとする場合は、 双方の住民票の写

し又は住民票記載事項証明書（ いずれも宣誓しようとする日前３か月以内に発

行されたものに限る。）

⑵ パート ナーシップにあることを宣誓しようとする場合は、双方の戸籍抄本（ 戸

籍個人事項証明書）、独身証明書、婚姻要件具備証明書に日本語訳を付したもの

その他の現に婚姻していないことを証明する書類（ いずれも宣誓しようとする

日前３ か月以内に発行されたものに限る。）

⑶ ファミ リーシップにあることを宣誓しようとする場合は、 戸籍抄本（ 戸籍個

人事項証明書） その他のファミ リーシップ対象者との関係を確認することがで

きる書類

⑷ 前３号に掲げるもののほか、 市長が必要と認める書類

３ 市外に在住する者であって、 宣誓の日から３ か月以内に長久手市内への転入を

予定しているものについては、 その事実が確認できる書類をもって前項第１ 号に

掲げる書類に代えることができる。 この場合において、 当該者は、 市内に転入後

速やかに同号に掲げる書類を市に提出しなければならない。

（ 申告の方法）

第４条の２ 申告をしようとする者は、 パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓

継続申告書（ 様式第１ 号の２ 。 以下「 申告書」 という。） に、 次に掲げる書類を

添えて市長に提出するものとする。

⑴ 転入前に連携自治体から交付を受けた第７条第１項の規定により交付される

書類に類する書類

⑵ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(申告日前３ か月以内に発行された

ものに限る。 )
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⑶ 前２号に掲げるもののほか、 市長が必要と認める書類

２ 前条第３ 項の規定は、 申告について準用する。

３ 前２ 項の規定による申告は第４条第１ 項の規定による宣誓とみなし、申告をし

た者は、 宣誓者とみなすものとする。

（ 本人確認）

第５条 市長は、 宣誓又は申告しようとする者が本人であることを確認するため、

宣誓書又は申告書（ 以下「 宣誓書等」 という） の提出を受けるときに、 次の各号

に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める種類の書類の提示を求めるものと

する。

⑴ 個人番号カード、 旅券、 運転免許証、 在留カードその他官公署が発行した免

許証、 許可証、 登録証明書等であって、 宣誓又は申告しようとする者本人の顔

写真が貼付されたもの １ 種類

⑵ 国民健康保険被保険者証、 介護保険被保険者証その他官公署が発行した免許

証、 許可証、 登録証明書等であって、 宣誓又は申告しようとする者本人の顔写

真が貼付されていないもの ２ 種類

⑶ 前２号に掲げるもののほか、 市長が適当と認める書類 １種類又は２種類

（ 通称の使用）

第６条 宣誓又は申告しようとする者は、 宣誓書等において氏名と併せて通称（ 戸

籍に記載された氏名に代わるものとして、国内において社会生活上通用している

と認められるものをいう。 以下同じ。） を使用することができる。

２ 前項の規定による通称の使用を希望する場合は、社会生活において当該通称を

使用していることが確認できる資料を、第４ 条第１項の規定による宣誓又は申告

をするときに提示しなければならない。

（ 受理証明書等の交付）

第７条 市長は、 第４条第１項の規定による宣誓又は申告をした者（ 以下「 宣誓者

等」 という。） が第３ 条各号に掲げる要件のいずれも満たしていると認めるとき

は、 長久手市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓書受理証明書（ 様式第２

号）及び長久手市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓書受理証明カード（ 様

式第３ 号）（ 以下これらを総称して「 受理証明書等」 という。） に宣誓書等の写し

を添えて当該宣誓者に交付するものとする。 この場合において、 前条第１ 項の規

定により通称の使用があったときは、通称と共に戸籍に記載されている氏名を受

理証明書等に記載するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、 宣誓者等の一方が市外に在住する場合にあっては、

受理証明書等の交付に代えて転入予定者受付票（ 様式第４号）を交付するものし、

第４条第３項後段の規定による書類の提出があったときに、 宣誓書等の写しを添

えて受理証明書等を交付するものとする。
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３ 第１ 項の長久手市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓書受理証明書は、

パート ナーシップ・ ファミ リーシップ１組につき１枚交付するものとし、 同項の

長久手市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓書受理カードは、 宣誓者等の

それぞれに１ 枚交付するものする。

（ 受理証明書等の再交付等）

第８条 受理証明書等の交付を受けた者は、 当該受理証明書等の紛失、 毀損、 汚損

その他市長が認める事情により受理証明書等の再交付を希望するときは、 長久手

市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書（ 様式

第５号） を市長に提出するものとする。この場合において、受理証明書等の毀損、

汚損その他市長が認める事情による再交付の申請にあっては、 受理証明書等を添

えて申請しなければならない。

２ 前項の規定による申請に当たっては、第５条に規定する本人確認書類を提示す

るものとする。

３ 第１ 項の申請があったときは、 市長は受理証明書等を再交付するものとする。

４ 前項の規定による受理証明書等の再交付を受けた者は、紛失した受理証明書等

を発見したときは、 速やかに当該受理証明書等を市長に返還しなければならない。

（ 宣誓事項の変更）

第９条 受理証明書等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

長久手市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓事項変更届（ 様式第６ 号。 以

下「 事項変更届」 という。） に交付を受けた受理証明書等を添えて（ 第２ 号に該

当するときを除く 。） 市長に届け出なければならない。

⑴ 氏名若しく は通称の変更があったとき又は通称をやめたとき。

⑵ 市内で転居したとき。

⑶ 子を養育する等新たにファミ リーシップ対象者を追加するとき。

⑷ ファミ リーシップ対象者が死亡する等その対象でなく なったとき。

２ 事項変更届には、 次の各号に掲げる区部に応じ、 当該各号に定める書類を添付

しなければならない。

⑴ 前項第１ 号に該当するとき 氏名の変更があった者の戸籍抄本（ 戸籍個人事

項証明書） 又は社会生活において変更した通称を使用していること若しく は通

称をやめたことが確認できる書類

⑵ 前項第２ 号に該当するとき 転居した者の住民票の写し

⑶ 前項第３ 号又は第４ 号に該当するとき 第４ 条第２項第３号に掲げる書類

３ 前項の規定による提出に当たっては、第５条に規定する本人確認書類を提示す

るものとする。

４ 市長は、 事項変更届の提出があったとき（ 第１ 項第２ 号に該当するときを除

く 。） は、 変更後の受理証明書等を当該事項変更届を提出した者に交付するもの
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とする。

（ 受理証明書等の返還等）

第１０ 条 受理証明書等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、長久手市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓書受理証明書等返還届（ 様

式第７ 号） に受理証明書等（ 次条及び第１ ２ 条第１ 項において同じ。） を添付し、

市長に届け出なければならない。

⑴ 双方又は一方の意思によりパート ナーシップ・ ファミ リーシップを解消した

とき。

⑵ 第３条第２号から第４号までに掲げる要件に該当しなく なったとき。

⑶ 宣誓書等を提出した時点において、 受理証明書等の交付を受けた者の双方又

は一方が第３ 条各号に掲げる要件に該当していなかったことが判明したとき。

（ 連携自治体の長等を経由する返還）

第１０ 条の２ 前条の規定にかかわらず、 本市から連携自治体へ転出し、 申告に

類する手続きをもって当該連携自治体のパート ナーシップ・ ファミ リーシップ

類似制度を利用しようとする宣誓者等は、 当該連携自治体が定めるところによ

り、当該連携自治体の長等を経由して受領証等を市長に返還することができる。

この場合において、 当該手続きにより、 前条の規定による長久手市パート ナー

シップ・ ファミ リーシップ宣誓書受理証明書等返還届が提出されたものとみな

す。

（ 受理証明書等の無効）

第１１ 条 市長は、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 受理証明書等を無効と

することできる。

⑴ パート ナーシップ・ ファミ リーシップを形成する意思がないことが判明した

とき。

⑵ 虚偽その他不正な方法により受理証明書等の交付を受けたことが判明したと

き。

⑶ 受理証明書等を不正に使用したことが判明したとき。

⑷ 第３条各号に掲げる要件に反しているとき。

（ 返還及び無効に係る交付番号の公表）

第１２ 条 市長は前条の規定により受理証明書等を無効とした場合は、受理証明書

等の交付を受けた者に交付した受理証明書等の返還を求めるものとする。

２ 市長は、 必要があると認めるときは、 無効とした受理証明書等の交付番号（ 受

理証明書等ごとに付与された番号をいう。） を公表することができる。

（ 子の氏名の抹消）

第１３ 条 受理証明書等に氏名を記載された子は、 １ ５ 歳に達した日以後、 市長に

当該受理証明書等からの氏名の抹消の申立てをすることができる。
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２ 第５ 条の規定は、 前項の規定による氏名の抹消の申立てについて準用する。

（ 宣誓書等の取扱い）

第１４ 条 市長は、 転入先の連携自治体の求めに応じ、 宣誓者等が提出した宣誓書

等及び添付書類について、 本人の同意が確認できた場合は、 写しを送付するもの

とする。

２ 市長は、 宣誓者のパート ナーシップ・ ファミ リーシップが継続している限り、

宣誓書等及び添付書類を保存するものとする。 ただし、 第１０ 条第１ 項の規定に

より返還届が提出された場合、 又は第１ １条の規定により受領証等が返還された

とみなした場合及び本要綱が廃止された場合は、 そのときから５ 年間保存の後、

これを廃棄することができる。

（ 市施策の推進に当たっての配慮等）

第１５ 条 市は、 施策の推進に当たっては、 パート ナーシップ・ ファミ リーシップ

にある者に十分に配慮するとともに、多様性を認めるまちの実現に向けて、市民、

事業者及び団体への情報提供に努めるものとする。

（ 補則）

第１６ 条 この要綱に定めるもののほか、 必要な事項は、 市長が別に定める。

附 則

この要綱は、 令和５ 年６ 月１日から施行する。

附 則

この要綱は、 令和５ 年１ ０ 月１７ 日から施行する。
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1

犬山市パート ナーシッ プ・ フ ァ ミ リ ーシッ プの宣誓に関する要

綱

（ 趣旨）

第１ 条 こ の要綱は、 市民一人ひと り が互いの個性並びに多様な価値

観及び生き 方を 認め合い、 安心し て生き 生き と し た生活が送れる 社

会の実現に寄与する ため、 性的マイ ノ リ ティ に係る 宣誓に関し 、 必

要な事項を 定める も のと する 。

（ 定義）

第２ 条 こ の要綱において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各

号に定める と こ ろ によ る 。

( 1) 性的マイ ノ リ ティ 自己の性別についての認識が生物学的に判

定さ れた性別と 異なる 者及び性的指向（ 恋愛感情又は性的関心の

対象と なる 性別についての指向を いう 。 ） が異性のみでない者を

いう 。

( 2) パート ナーシッ プ 互いを 人生のパート ナーと し 、 日常生活に

おいて 、 対等な立場で 、 相互に責任を も っ て 協力する と 約束し

た、 一方又は双方が性的マイ ノ リ ティ である ２ 人の関係を いう 。

( 3) フ ァ ミ リ ーシッ プ パート ナーシッ プにある 者が、 一方又は双

方の未成年の子（ 養子を 含む。 ） を 含めて家族である と 約束し た

関係を いう 。

( 4) フ ァ ミ リ ーシッ プ対象者 フ ァ ミ リ ーシッ プを 形成する 者のう

ち 、 パート ナーシッ プにある ２ 人以外の者を いう 。

( 5) 宣誓 パート ナーシッ プ又はフ ァ ミ リ ーシッ プにある こ と を 犬

山市長に対し て誓う こ と を いう 。

( 6) 申告 パート ナーシッ プ・ フ ァ ミ リ ーシッ プ宣誓制度の自治体

間連携に関する 協定（ 令和６ 年８ 月１ 日締結） を 締結し た他の地

方公共団体（ 以下「 連携自治体」 と いう 。 ） に住所を 有し ていた

者であっ て、 当該住所を 有し ていた連携自治体から 市内への転入

前に当該連携自治体において宣誓に準ずる行為を し 、 第６ 条に規
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2

定する 証明書等に準ずる 書類（ 以下「 証明書等類似書類」 と い

う 。 ） の交付を 受けたも のが、 その事実及び現にパート ナーシッ

プ又はフ ァ ミ リ ーシッ プにある こ と を 市長に対し て申し 出る こ と

を いう 。

（ 宣誓又は申告の要件）

第３ 条 宣誓又は申告（ 以下「 宣誓等」 と いう 。 ） を する こ と ができ

る 者は、 次の各号のいずれにも 該当する も のと する 。

( 1) パート ナーシッ プ にある 双方が民法（ 明治２ ９ 年法律第８ ９

号） 第４ 条の規定によ る 成年に達し ている こ と 。

( 2) パート ナーシッ プにある双方が市内に住所を 有し ている 又は一

方が市内に住所を 有し 、 他方が次条第１ 項第１ 号に規定する宣誓

書等の提出の日から ３ 月以内に市内に転入する こ と 。

( 3) パート ナーシッ プにある双方に配偶者（ 届出を し ないが事実上

婚姻関係と 同様の事情にある 者を 含む。 ） がいないこ と 。

( 4) パート ナーシッ プにある 双方が他の者と パート ナーシッ プにな

いこ と 。

( 5) 民法第７ ３ ４ 条から 第７ ３ ６ 条までの規定によ り 婚姻を するこ

と ができ ない者（ パート ナーシッ プにある 双方の間で養子縁組を

し ている 場合を 除く 。 ） でないこ と 。

( 6) フ ァ ミ リ ーシッ プにある こ と の宣誓等を し よう と する 者にあっ

ては、 フ ァ ミ リ ーシッ プ対象者と 生計を 一にするこ と 。

（ 宣誓等の方法）

第４ 条 宣誓を し よ う と する 者（ 以下「 宣誓希望者」 と いう 。 ） は犬

山市パート ナーシッ プ・ フ ァ ミ リ ーシッ プ宣誓書（ 様式第１ 。 以下

「 宣誓書」 と いう 。 ） に、 申告を し よ う と する 者（ 以下「 申告希望

者」 と いう 。 ） は犬山市パート ナーシッ プ・ フ ァ ミ リ ーシッ プ宣誓

継続申告書（ 様式第２ 。 以下「 申告書」 と いう 。 ） に次に掲げる 書

類を 添えて、 市長に提出し なければなら ない。

( 1) 宣誓希望者又は申告希望者（ 以下「 宣誓希望者等」 と いう 。 ）

の住民票の写し 又は住民票記載事項証明書（ いずれも 宣誓書又は
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申告書（ 以下「 宣誓書等」 と いう 。 ） の提出の日前３ 月以内に発

行さ れたも のに限る 。 ）

( 2) 宣誓希望者にあっ ては、 現に婚姻を し ていないこ と を 証明する

書類（ 宣誓書の提出の日前３ 月以内に発行さ れたも のに限る。 ）

( 3) 申告希望者にあっ ては、 市内への転入前に連携自治体において

交付を 受けた証明書等類似書類

( 4) フ ァ ミ リ ーシッ プにあるこ と の宣誓を し よう と する 場合にあっ

ては、 フ ァ ミ リ ーシッ プ対象者と の関係を 明ら かにする 書類

( 5) その他市長が必要と 認める 書類

２ 宣誓書等には、 パート ナーシッ プにある 双方が署名し なければな

ら ない。 ただし 、 その一方又は双方が宣誓書等に自ら 記入する こ と

ができ ない場合は、 双方の立会いの下で他の者に代筆さ せる こ と が

でき る 。

３ 第１ 項の場合において、 宣誓等希望者（ 市内に住所を 有する 者に

限る 。 ） は、 住民基本台帳について市長が調査する こ と に同意する

と き は、 同項第１ 号の書類の提出を 省略する こ と ができ る 。

４ 市外に住所を 有し 、 かつ、 市内に転入を 予定し ている 宣誓等希望

者は、 転出証明書その他市内に転入する予定である こ と が分かる 書

類の提出を も っ て当該宣誓等希望者に係る 第１ 項第１ 号の書類に代

える こ と ができ る。 こ の場合において、 当該宣誓等希望者は、 市内

への転入後速やかに同号の書類を 市長に提出し なければなら ない。

（ 本人確認）

第５ 条 市長は、 宣誓書等の受付に当たっ ては、 宣誓等希望者が本人

である こ と を 確認する ため、 次の各号のいずれかの書類の提示を 求

める も のと する 。

( 1) 個人番号カ ード

( 2) 旅券

( 3) 運転免許証

( 4) 前３ 号に掲げる も ののほか、 市長が適当と 認める 書類

（ 証明書等の交付）
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第６ 条 市長は、 宣誓書等の提出があっ たと き は、 その内容を 審査

し 、 適当と 認める と き は、 犬山市パート ナーシッ プ・ フ ァ ミ リ ーシ

ッ プ証明書（ 様式第３ 。 以下「 証明書」 と いう 。 ） 及び犬山市パー

ト ナーシッ プ・ フ ァ ミ リ ーシッ プ証明カ ード （ 様式第４ 。 以下「 証

明カ ード 」 と いう 。 ） （ 以下「 証明書等」 と 総称する 。 ） を 次のと

おり 宣誓等希望者に交付する も のと する。

( 1) 証明書 １ 枚

( 2) 証明カ ード ２ 枚

（ 通称の記載）

第７ 条 宣誓等希望者は、 証明書等に通称（ 氏名以外の呼称で あっ

て、 社会生活上通用し ている も のを いう 。 ） の記載を 希望する と き

は、 宣誓書等の提出の際に日常生活において当該通称を 使用し てい

る こ と が分かる 書類を 市長に提示し なければなら ない。

（ 証明書等の再交付）

第８ 条 証明書等の交付を 受けた者（ 以下「 宣誓者」 と いう 。 ） は、

証明書又は証明カ ード の紛失、 毀損、 汚損その他市長が認める 事情

によ り 当該証明書又は証明カ ード の再交付を 希望する と き は、 犬山

市パート ナーシッ プ・ フ ァ ミ リ ーシッ プ証明書等再交付申請書（ 様

式第５ ） を 市長に提出し なければなら ない。

２ 宣誓者は、 前項の申請に当たっ ては、 第５ 条各号のいずれかの書

類を 市長に提示する も のと する。

３ 市長は、 第１ 項の申請があっ たと き は、 その内容を 審査し 、 適当

と 認める と き は、 証明書又は証明カ ード を 当該申請を し た宣誓者に

再交付する も のと する 。

４ 前項の再交付を 受けた宣誓者は、 紛失し た証明書又は証明カ ード

を 発見し たと き は、 速やかに当該証明書又は証明カ ード を 市長に返

還し なければなら ない。

（ 記載事項変更の届出）

第９ 条 宣誓者は、 宣誓書等に記載し た事項に変更があっ たと き は、

犬山市パート ナーシッ プ・ フ ァ ミ リ ーシッ プ宣誓書等内容変更届
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（ 様式第６ ） に、 既に交付を 受けた証明書等及び当該変更の内容が

分かる 書類を 添えて市長に提出し なければなら ない。

２ 宣誓者は、 前項の届出に当たっ ては、 第５ 条各号のいずれかの書

類を 市長に提示する も のと する 。

３ 市長は、 第１ 項の届出があっ たと き は、 変更後の内容を 記載し た

証明書等を 当該届出を し た宣誓者に交付する も のと する 。 こ の場合

において、 証明書等の交付枚数は、 第６ 条各号のと おり と する 。

（ 証明書等の返還）

第１ ０ 条 宣誓者は、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 犬山市

パート ナーシッ プ・ フ ァ ミ リ ーシッ プ証明書等返還届（ 様式第７ ）

に証明書等を 添えて市長に提出し なければなら ない。

( 1) 双方の意思により パート ナーシッ プを 解消し たと き 。

( 2) 第３ 条第２ 号から 第４ 号までに掲げる 要件に該当し なく なっ た

と き （ 宣誓者が連携自治体へ転出し 、 当該連携自治体の長に対し

て現にパート ナーシッ プにあるこ と を 申し 出る 場合を 除く 。 ）

( 3) 次条の規定により 、 宣誓が無効と なっ たと き 。

( 4) その他証明書等の返還を 希望する と き 。

２ 宣誓者は、 前項の届出に当たっ ては、 第５ 条各号のいずれかの書

類を 市長に提示する も のと する 。

３ 市長は、 第１ 項の届出の前に宣誓者が同項に掲げる 事由に該当す

る こ と が判明し たと き は、 当該宣誓者に交付し た証明書等が返還さ

れたも のと みなす。

（ 無効と なる 宣誓）

第１ １ 条 市長は、 宣誓者が次の各号のいずれかに該当する と き は、

当該宣誓者に係る宣誓を 無効と する も のと する 。

( 1) パート ナーシッ プ又はフ ァ ミ リ ーシッ プを 形成する 意思がない

こ と が判明し たと き 。

( 2) 宣誓書等及びその添付書類の内容に虚偽があっ たと き 。

( 3) 第３ 条の規定に該当し なく なっ たと き 。

( 4) 第４ 条第４ 項後段の規定に違反し て、 同条第１ 項第１ 号の書類
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を 提出し ないと き 。

（ 返還さ れた証明書等に係る交付番号の公表）

第１ ２ 条 市長は、 第１ ０ 条第１ 項の規定によ り 証明書等が返還さ れ

た場合（ 同条第３ 項の規定により 返還さ れたも のと みなす場合及び

宣誓者が連携自治体に転出し 、 当該連携自治体の長に対し て現にパ

ート ナーシッ プにある こ と を 申し 出たこ と によ り 、 当該連携自治体

の長から 当該宣誓者に係る 証明書等の送付を 受けた場合を 含む。 次

条において同じ 。 ） は、 当該証明書等の交付番号（ 証明書等ごと に

付与さ れた番号を いう 。 ） を 公表する も のと する。

（ 宣誓書等の保存期間）

第１ ３ 条 市長は、 宣誓者のパート ナーシッ プ 及びフ ァ ミ リ ーシッ プ

が継続し ている 限り 、 宣誓書等及びその添付書類を 保存するも のと

する 。 こ の場合において、 第１ ０ 条第１ 項の規定によ り 証明書等が

返還さ れた場合は、 その返還さ れた日の属する 年度から ５ 年間当該

証明書等に係る 宣誓書等を 保存する も のと する 。

２ 市長は、 転入先の連携自治体の求めに応じ 、 宣誓者等が提出し た

宣誓書等及び添付書類について、 本人の同意が確認でき た場合は、

写し を 送付する も のと する 。

（ 雑則）

第１ ４ 条 こ の要綱に定める も ののほか、 必要な事項は、 市長が別に

定める 。

附 則

こ の要綱は、 令和６ 年４ 月１ 日から 施行する 。

附 則

こ の要綱は、 令和６ 年８ 月１ 日から 施行する 。
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様式第１ （ 第４ 条関係）

（ 表）

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓書

年 月 日

犬山市長

私たちは、犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップの宣誓に関する要綱第４ 条第１項

の規定により、互いを人生のパート ナーとし、家族（ ファミ リー） として暮らしていく こと

を宣誓します。

宣 誓 者

ふりがな

氏 名

ふりがな

通称名

生年月日 年 月 日 年 月 日

住 所

電話番号

フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 対 象 者

ふりがな

氏 名

生年月日 年 月 日 年 月 日

住 所

代 筆 者

署 名
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（ 裏）

パート ナーシップ・ ファミ リーシップの宣誓に関する確認書

チェック項目 確認欄

（ 関係性）

互いを人生のパート ナーとし、 日常生活において、 対等な立場で、 相互に責任

をもって協力すると約束した関係、 又はその子を含めて家族であると約束した

関係にある。

はい・ いいえ

（ 年齢）

双方が成年に達している。

ファミ リーシップを宣誓する場合、 ファミ リーシップ対象者が未成年である。

はい・ いいえ

（ 住所）

双方が市内に住所を有している、 又は一方が市内に住所を有し、 他方が３月以

内に市内に転入予定である。

転入予定者氏名

転入予定住所

転 入 予 定 日

はい・ いいえ

（ 婚姻の有無、 他のパート ナーの有無）

双方に配偶者（ 事実婚も含む） 及び宣誓者以外のパート ナーがいない。 はい・ いいえ

（ 民法に規定する婚姻できない続柄でない）

宣誓をしようとする者同士が、 直系血族、 三親等内の傍系血族又は直系姻族で

はない。

（ パート ナーシップにある双方の間で養子縁組をしている場合を除く 。）

はい・ いいえ

（ ファミ リーシップ対象者の生計）

ファミ リーシップを宣誓する場合、 ファミ リーシップ対象者と生計を一にして

いる。

はい・ いいえ

（ 住民登録情報の取得）

□住所要件を確認するため、 市の職権で住民基本台帳の確認をすることに同意します。

市確認欄 □個人番号カード □旅券 □運転免許証 □その他（ ）
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様式第２ （ 第４ 条関係）

（ 表）

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓継続申告書

年 月 日

犬山市長

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップの宣誓に関する要綱第４ 条第１ 項の規定に

より、 転入前の自治体においてパート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓に係る証明書等

の交付を受けていること及び互いを人生のパート ナーとし、 家族（ ファミ リー） として暮

らしていく ことを継続していることを申告します。

申 告 者

ふりがな

氏 名

ふりがな

通称名

生年月日 年 月 日 年 月 日

住 所

電話番号

フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 対 象 者

ふりがな

氏 名

生年月日 年 月 日 年 月 日

住 所

代 筆 者

署 名
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（ 裏）

パート ナーシップ・ ファミ リーシップの申告に関する確認書

チェック項目 確認欄

（ 関係性）

互いを人生のパート ナーとし、 日常生活において、 対等な立場で、 相互

に責任をもって協力すると約束した関係、 又はその子を含めて家族であ

ると約束した関係にある。

はい・ いいえ

（ 年齢）

双方が成年に達している。

ファミ リーシップを申告する場合、 ファミ リーシップ対象者が未成年で

ある。

はい・ いいえ

（ 住所）

双方が市内に住所を有している、 又は一方が市内に住所を有し、 他方が

３ 月以内に市内に転入予定である。

転入予定者氏名

転入予定住所

転 入 予 定 日

はい・ いいえ

（ 婚姻の有無、 他のパート ナーの有無）

双方に配偶者（ 事実婚も含む） 及び宣誓者以外のパート ナーがいない。
はい・ いいえ

（ 民法に規定する婚姻できない続柄でない）

宣誓をしようとする者同士が、 直系血族、 三親等内の傍系血族又は直系

姻族ではない。

（ パート ナーシップにある双方の間で養子縁組をしている場合を除く 。）

はい・ いいえ

（ ファミ リーシップ対象者の生計）

ファミ リーシップを宣誓する場合、 ファミ リーシップ対象者と生計を一

にしている。

はい・ いいえ

（ 申告内容の通知、 本申告書の写し及び証明書等の原本の送付）

□本申告書に基づき、協定を締結している転出元の自治体へこの申告の内容を通知すること及び本申告

書の写し、 証明書等類似書類の原本を送付することに同意します。

（ 宣誓時の書類の写しの提供）

□協定を締結している転出元の自治体から宣誓時の書類の写しの提供を受けることに同意します。

（ 住民登録情報の取得）

□住所要件を確認するため、 市の職権で住民基本台帳の確認をすることに同意します。

市確認欄 □個人番号カード □旅券 □運転免許証 □その他（ ）
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様式第３ （ 第６ 条関係）

（ 表）

第 号

年 月 日

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ証明書

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップの宣誓に関する要綱第６ 条の規定に

より、 お二人が宣誓されたことを証明します。

宣誓者

氏 名 様 氏 名 様

年 月 日生 年 月 日生

ファミ リーシップ対象者

氏 名 様 氏 名 様

年 月 日生 年 月 日生

宣誓日

年 月 日

犬山市長 ㊞
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（ 裏）

通称を使用している場合の戸籍等に記載のある氏名

氏 名 様 氏 名 様

この証明書の提示を受けた方へ

この証明書は、 犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップの宣誓に関する要綱に基づ

き、 お二人が宣誓されたことを犬山市が証明するものです。

法律上の効果が生ずるものではありませんが、 パート ナーシップ・ ファミ リーシップの

宣誓を尊重することで、 互いを人生のパート ナーとして、 犬山市で生き生きと活躍される

ことを応援します。

証明書の提示を受けた方は、 この趣旨を十分にご理解く ださいますようお願いします。
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様式第４ （ 第６ 条関係）

（ 表）

（ 裏）

第 号

年 月 日

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ

証明カード

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップの宣誓に関する要綱

第６条の規定により、 お二人が宣誓されたことを証明します。

様 様

年 月 日生 年 月 日生

宣誓日 年 月 日

犬山市長 ○印

本証の提示を受けられた方へ

本証により、 法律上の効果が生ずるものではありませんが、 パート ナーシッ

プ・ ファミ リーシップの宣誓を尊重することで、 互いを人生のパート ナーとし

て、 犬山市で生き生きと活躍されることを応援するものです。

※本証の提示を受けた方は、 この趣旨を十分にご理解く ださいますようお願い

します。

〇通称を使用している場合の戸籍等に記載のある氏名

様 様

〇ファミ リーシップ対象者

様 様

年 月 日生 年 月 日生
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様式第５ （ 第８ 条関係）

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ証明書等再交付申請書

年 月 日

犬山市長

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップの宣誓に関する要綱第８条第１項の規定に

より、 証明書等の再交付を申請します。

（ 申請者）

宣 誓 日 年 月 日 宣誓番号 第 号

ふ り が な

氏 名

生年月日 年 月 日 年 月 日

住 所

電話番号

再交付を希望す

る受領書の種類

□犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ証明書

□犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ証明カード

（ カードを希望の場合： １ 枚 ・ ２枚 ）

再交付を希望す

る理由

□紛 失 □毀 損 □汚 損

□その他（ ）

市確認欄 □個人番号カード □旅券 □運転免許証 □その他（ ）
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様式第６ （ 第９ 条関係）

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ宣誓書内容変更届

年 月 日

犬山市長

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップの宣誓に関する要綱第９条第１項の規定に

より、 次のとおり変更があったことを届け出ます。

（ 届出者）

宣 誓 日 年 月 日 宣誓番号 第 号

ふ り が な

氏 名

生年月日 年 月 日 年 月 日

住 所

電話番号

（ 変更内容） ※変更があった箇所のみご記入く ださい。

宣 誓 者

ふ り が な

氏 名

住 所

その他の内容

変 更 理 由

□ 改姓・ 改名

□ 転居

□ その他（ ）

市確認欄 □個人番号カード □旅券 □運転免許証 □その他（ ）
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様式第７ （ 第１ ０ 条関係）

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップ証明書等返還届

年 月 日

犬山市長

犬山市パート ナーシップ・ ファミ リーシップの宣誓に関する要綱第１０ 条第１項の規定

により、 証明書等を返還します。

（ 届出者）

宣 誓 日 年 月 日 宣誓番号 第 号

氏 名

生年月日

住 所

電話番号

返還理由

□ 双方の意思によりパート ナーシップを解消した

□ 市内に住所を有しなく なった

□ 宣誓書等の提出日から３月以内に転入できなかった

□ 配偶者を有した

（ 事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む）

□ 他の者とパート ナーシップをもった

□ 宣誓が無効となった

□ その他証明書等の返還を希望する

（ 内容： ）

返還事由発生日 年 月 日

市確認欄 □個人番号カード □旅券 □運転免許証 □その他（ ）
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